
 

 

第 6回 JSPO国スポ発第 73号 

令 和 ６ 年 6 月 2 0 日 

国民スポーツ大会  

関係 各位 

公益財団法人日本スポーツ協会 

国民スポーツ大会委員会 

委 員 長  山 本  浩 

 

 

令和6（２０２４）年度第1回国民スポーツ大会委員会決定事項等について（通知） 

 

 

 平素より当協会スポーツ推進事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、去る令和6年6月4日に開催した標記委員会において、下記のとおり決定しましたのでご通知申し上げ

ます。 

 なお、資料につきましては、日本スポーツ協会（JSPO）のHPにてPDF版を公開いたします。 

 以下のページからダウンロードの上、ご参照ください。 

URL：http://www.japan-sports.or.jp/kokutai/tabid/1067/Default.aspx 

 

【決定事項】 

1. 第81回大会本大会開催地（宮崎県）の決定 ······························································ 資料№1 

● 標記大会について、宮崎県を開催地とすること及びその会期を令和 9（２０２７）年 9月 26日（日）～10月

6日（水）の11日間で実施することについて承認された。 

本件については、7月１７日（水）開催のＪＳＰＯ第3回理事会の決議により正式決定となる。 

 

2. 第83回大会本大会開催地（群馬県）の内定 ····························································· 資料№2 

● 標記大会について、群馬県を開催地とすることについて承認された。 

本件については、7月１７日（水）開催のＪＳＰＯ第3回理事会の決議により正式決定となる。 

 

3. 令和6年度国民スポーツ大会功労者表彰対象者の推薦·································· 資料№3・別添資料 

● 対象者について、都道県体育・スポーツ協会及び中央競技団体から推薦された２１名を功労者として表彰

することが承認された。 

 

4. 開催基準要項等諸規程関係（参加資格関係等） 

(1) 「日常生活」及び「主たる勤務実態」の判断基準の改定 ······································· 資料№4‐１ 

● 「日常生活」及び「勤務実態」を定める規程（「日常生活」及び「主たる勤務実態」の判断基準）において、『選

手』のみならず、コーチ等の『帯同スタッフ』として「中央競技団体から義務付けられた合宿その他の活動」

に参加した場合も、その日数を対象期間の総日数から控除することが承認された。 

(2) 「ふるさと選手制度」における外国籍の参加者の取扱い ···································· 資料№4‐２ 

● 永住権をもっていない外国籍の者であっても、「国民スポーツ大会ふるさと選手制度」を活用できること

を規程（制度）に明記することが承認された。 

 

 

http://www.japan-sports.or.jp/kokutai/tabid/1067/Default.aspx


 

 

5. 競技団体要望関係 

(1) ボクシング競技における成年女子種別の参加可能年齢域の拡大および競技役員編成の変更・・・資料№５ｰ１ 

● 「成年女子種別」を「女子種別」に変更し、参加可能年齢域を下限については、大会開催年の4月1日時点

で 18 歳以上の者から大会開催年度内に 18 歳になる者に変更し、上限については、これまで設けてい

なかったものを大会開催年度内に 40 歳になる者に変更することが承認された。(第７９回大会から適

用) 

● 競技役員編成基準を実態に合わせた名称及び役員数に変更する（総数の変更はなし）ことが承認された。

(第７９回大会から適用) 

(2) 第81回大会以降のグラウンド・ゴルフ競技（公開競技）の中止・ ································ 資料№５ｰ２ 

● 第３・４期実施競技選定の公開競技として決定しているグラウンド・ゴルフ競技について、第81回大会か

ら第85回大会まで中止することが承認された。 

 

6. 第78回大会本大会（佐賀県）関係 

(1) 各競技別実施要項の変更 ············································································· 資料№６‐１ 

● オープンウォータースイミングの「参加人員」の内訳の変更について、提案のとおり承認された。 

● アーティスティックスイミングの「競技場の規程及び方法」について、提案のとおり承認された。 

※  その他軽微な修正については、佐賀県HPで掲載。 

（https://saga2024.com/kokusupo/program/guideline/） 

(2) 総合開・閉会式次第 ·················································································· 資料№６‐２ 

(3) 総合開・閉会式パフォーマンス ······································································ 資料№６‐３ 

● 総合開会式を 10月5日に、総合閉会式を 10月15日にSAGAスタジアムにて、提案のとおり、各種

プラグラムを実施することが承認された。 

● 総合開会式のパフォーマンステーマは「Welcome to the new Sports Festival!!」、総合閉会式の

パフォーマンステーマは、「Thanks for the GOOD GAMES‼」とし、多数のパフォーマーによってさ

まざまなパフォーマンスを開催することが承認された。 

(4) 役員懇談会の中止及び中止に伴う国スポ功労者表彰式の取り扱い ······························ 資料№６‐4 

● 天皇皇后両陛下ご臨席のもと、大会関係者が集う役員懇談会を中止することが承認された。 

役員懇談会に先立ち開催している国スポ功労者表彰式も中止とし、表彰状の送付にて代えることも承認

された。 

 

7. 第79回大会冬季大会スケート・アイスホッケー競技会（岡山県・群馬県）関係 

(1) 各種要項等 ···························································································· 資料№7-1 

(2) 中央競技役員数及び同所要経費基準 ································································ 資料№7-2 

● 開始式ならびにスケート・アイスホッケー競技を岡山県岡山市および倉敷市、スピードスケートを群馬県

渋川市で開催する。岡山で開催される冬季大会は西日本で初の開催となる。 

● 大会参加申込〆切は、令和7（2025）年1月7日（火）。参加資格の特例として、令和6年度能登半島地

震に係る記載の追加、アイスホッケー競技における準々決勝、順位戦及び順位決定戦におけるピリオド

などを変更することが承認された。 

● 式典次第、宿泊要項、輸送交通要項、医療救護要項および中央競技役員数及び同所要経費基準について

も提案のとおり承認された。 

 

8. 第79回大会冬季大会スキー競技会（秋田県）関係 

(1) 各種要項等 ···························································································· 資料№８‐１ 

(2) 中央競技役員数及び同所要経費基準 ································································ 資料№8-2 

● コンパクトで効率的な大会運営を目指し、全種目同一会場で開催する。 



 

 

● 大会参加申込〆切は、令和7（2025）年 1月22日（水）。参加資格の特例として、令和6年度能登半島

地震に係る記載を追加することが承認された。 

● 式典次第、宿泊要項、輸送交通要項、医療救護要項および中央競技役員数及び同所要経費基準について

も提案のとおり承認された。 

 

9. 第79回大会本大会（滋賀県）関係 

(1) 大会実施要項総則 ················································································· 資料№9-１ 

(2) 実施競技関係の変更 ··············································································· 資料№9-２ 

● 大会スローガンとして「湖国の感動 未来へつなぐ」を掲げ、すべての人が主役として光り輝き、大会を通

じて生まれた感動が未来への希望として将来にわたって引き継がれる大会を目指し、①環境に配慮した

大会の実施、②おもてなしと滋賀の魅力発信、③誰もが主役として輝ける取組の推進の３つを独自の取

組みを進めていくことが承認された。 

● サッカーの競技会場の変更、綱引の会場変更、ラグビーフットボールの日程変更、デモンストレーション

スポーツに「ウォーキングフットボール競技」が追加することが承認された。 

(3) 宿泊要項および宿泊要項（負け帰り対策特例）の見直し ············································· 資料№9-３ 

(4) 宿泊要項の策定 ······················································································· 資料№9-４ 

● “負け帰り取消リスク等”を付加した料金設定により派遣県への負担増や、これまでのキャンセル料の取

扱いでは客室ロスが発生するなど、開催県にとっても負担が大きく、これらの課題を解消すべく、滋賀県

から、宿泊要項および宿泊取消料規定の見直しを行いたい旨以下の3点について提案され、いずれも承

認された。 

① 宿泊要項の宿泊取消規定を上限とし、各宿泊施設の取消料規程を適用する。ただし、災害等のやむを

得ない理由による宿泊取消料については従来通り1人につき1泊分の取消料とする。 

② 競技敗退等による宿泊取消料について（負け帰り対策特例）、（１）同様、各宿泊施設の取消料規程を適

用する。 

③ 宿泊取消リスク分の宿泊料は上乗せせず、料金設定を行う。 

 

10. 第５期実施競技選定における「コンセプト（案）」・ 

「評価方法及び評価項目並びに配点（案）」・「スケジュール」 ·········································· 資料№10 

● 第５期実施競技選定の「コンセプト」、「評価方法及び評価項目並びに配点（案）」・「スケジュール」について承

認された。なお、大項目６の「社会課題解決に向けた取組み」は、１０年後のスポーツ界を見据えた内容とし

て新たに追加項目した内容となる。 

 

11. 日本アンチ・ドーピング規程違反選手の取扱い ······················································· 資料№11 

● 特別国民体育大会冬季大会及び第７８回国民スポーツ大会冬季大会にスキー競技、クロスカントリー種目

（青森県）に出場した日本アンチ・ドーピング機構（JADA）が定める規程違反の選手に対する国スポの処

分について、「国民スポーツ大会における違反に対する処分に関する規程」には該当しないため、参加資

格についての処分は行わないが、同規程第１３条その他に定める条項を適用し、得点については失効の

取扱いとすることが承認された。 

 

【報告事項】 

1. 第78回大会本大会（佐賀県）関係 

(1) イベント事業の実施 ··············································································· 資料№１２ｰ１ 

● 25競技（6月3日時点）実施する予定であることを報告した。 

(2) トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置対象者 ······························ 資料№１２‐２ 

● 委員会時の資料（6月4日時点）では対象者総計数を1,354名で表記していたが、計算間違いで正しく



 

 

は 1,399名であることを本通知で改めて報告する。 

※本委員会後に、バレーボール競技（4 名）、カヌー競技（2 名）において、追加の申請があったため、合計

で１，４０5名となった。 

 

2. 第80回大会本大会（青森県）関係 

(1) ソフトボールの会期日程の変更 ····································································· 資料№１３ 

● 8会場で3日間実施する予定から、1日目・2日目は8会場で開催し、3日目の最終日のみ4会場で開

催することを報告した。 

 

3. 令和６年能登半島地震に係る選手及び監督の国民スポーツ大会参加資格の特例措置 ············ 資料№14 

● 新潟県、富山県、石川県、福井県の 4 県を対象に、東日本大震災の時と同様に大会参加資格における特例

措置を設けることについて、4月17日のJSPO理事会において了承を得たため、本規程を5月7日に

制定したことを報告した。なお、本特例措置を対象とするのは、第 78回佐賀大会、第 79回冬季大会(岡

山県、群馬県、秋田県)、第79回滋賀大会となる。 

 

4. 今後の国スポの在り方検討に関する進捗報告および今後の方向性 ······················ 資料当日投影のみ 

● 今後の国スポの在り方検討に関する進捗報告および今後の方向性について、以下の背景等を踏まえ、新

たに検討部会を設置することを報告。 

✓ 令和17（2035）年以降の大会の在り方を検討するため、令和２（2020）年2月から「3巡目国スポ

事前検討ワーキンググループ（WG）」を開催。その後WG の議論を引き継ぐ形で、令和５（2023）年

9月に「検討プロジェクト（PT）」を設置し、継続して協議を行ってきた。一方で、令和5（2023）年11

月に開催された全国知事会議では、「行政のスリム化」を目指していくことが示され、「国民スポーツ

大会」が見直しの対象として挙げられ、PT では全国知事会事務局とも情報交換を進めながら協議を

進めてきた。 

✓ 令和 6（2024）年 4 月 8 日の宮城県における知事定例記者会見の中で、全国知事会会長である村

井知事が、「廃止も一つの考え方」という旨の発言をされ、大きく注目を浴び、その後各知事が定例記

者会見の中で、今後の国スポの在り方に関する発言をされた。 

✓ 多くの知事は、「これまでと同じような形での実施は厳しい。抜本的な見直しは必要」という発言をさ

れており、JSPOでは、各知事の発言を受けて令和6（2024）年4月17日開催の令和６年度JSPO

第 1 回理事会において、遠藤会長から新たに「検討部会」を設置し、年度内に今後の方向性を示すこ

とを公表した。 

✓ 現在、JSPOではこれまでのWG・PTも踏まえた「新たな部会」を設置するため(※)、準備を進めて

いるところ。 

※本委員会の翌日に開催された令和６年度ＪＳＰＯ第 2 回理事会において「今後の国民スポーツ大会

の在り方を考える有識者会議」の設置について審議し、了承された。 

 

5. その他（１）令和6（2024）年度国スポ係会議日程 ···················································· 資料№１６ 

● 資料記載のとおり開催することを報告した。 

 

 

以上。 


